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   重点地区（新三郷ららシティ地区、三郷中央駅地区） 

イ）該当しません 

ロ）高さが５ｍ以上のもの 

ハ）築造面積が 250 ㎡以上の

もの 

ニ）各立面の外観の変更面積が

１／4 以上かつ 20 ㎡以上

のもの 

①煙突・鉄塔その他これらに類するもの（→広告塔、物見塔、鉄筋コンクリート柱等） 

イ）該当しません 

ロ）高さが５ｍ以上のもの 

ハ）築造面積が 250 ㎡以上の

もの 

ニ）各立面の外観の変更面積が

１／4 以上かつ 20 ㎡以上

のもの 

②高架水槽・タンクその他これらに類するもの（→貯水タンク、ガスタンク等） 

イ）擁壁の高さが 2ｍ以上かつ

長さが 10ｍ以上のもの 

ロ）高さが５ｍ以上のもの 

ハ）築造面積が 250 ㎡以上の

もの 

二）各立面の外観の変更面積が

１／4 以上かつ 20 ㎡以上

のもの 

③擁壁その他これらに類するもの 

●工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

高さが 
5m 以上 

築造面積が 250 ㎡以上 

各立面の外観の変更面積が

１／4 以上かつ 20 ㎡以上 

高さが
5m 以上 

築造面積が 250 ㎡以上 

各立面の外観の変更面積が
１／4 以上かつ 20 ㎡以上 

高さが 2m 以上かつ長さ

が 10m 以上の擁壁 

各立面の外観の変更面積が
１／4 以上かつ 20 ㎡以上 

築造面積が 250 ㎡以上 
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景観計画区域（市内全域） 

２）工作物 

イ）該当しません 

ロ）高さが 10ｍ以上のもの 

ハ）築造面積※7 が 500 ㎡以上

のもの 

ニ）各立面の外観の変更面積が

１／3 以上かつ 45 ㎡以上

のもの 

④昇降機その他これらに類するもの（→ウォーターシュート、飛行塔等） 

イ）該当しません 

ロ）高さが 10ｍ以上のもの 

ハ）築造面積が 500 ㎡以上のも

の 

ニ）各立面の外観の変更面積が

１／3 以上かつ 45 ㎡以上

のもの 

⑤製造施設その他これらに類するもの（→貯蔵施設、遊戯施設等） 

イ）該当しません 

ロ）高さが 10ｍ以上のもの 

ハ）築造面積が 500 ㎡以上の

もの 

ニ）各立面の外観の変更面積が

１／3 以上かつ 45 ㎡以上

のもの 

⑥載置式の自走式自動車車庫、駐車機及び付設入出路その他これらに類するもの 

高さが
10m 以上 

●工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

築造面積が 500 ㎡以上 

各立面の外観の変更面積が
１／3 以上かつ 45 ㎡以上 

高さが 10m

以上のもの 

築造面積が 500 ㎡以上 

各立面の外観の変更面積が１／3 以上かつ 45 ㎡以上 
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築造面積が 500
㎡以上のもの 

高さが 10m

以上のもの 

各立面の外観の変更

面積が１／3 以上かつ

45 ㎡以上 

※下記イ）～ニ）は、５ページの「届出対象行為」一覧表の記号に対応しています。 
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重点地区（新三郷ららシティ地区、三郷中央駅地区） 

イ）該当しません 

ロ）高さが５ｍ以上のもの 

ハ）築造面積が 250 ㎡以上 

のもの 

ニ）各立面の外観の変更面積が

１／4 以上かつ 20 ㎡以上

のもの 

④昇降機その他これらに類するもの（→ウォーターシュート、飛行塔等） 

イ）該当しません 

ロ）高さが５ｍ以上のもの 

ハ）築造面積が 250 ㎡以上 

のもの 

ニ）各立面の外観の変更面積が

１／4 以上かつ 20 ㎡以上

のもの 

⑤製造施設その他これらに類するもの（→貯蔵施設、遊戯施設等） 

イ）該当しません 

ロ）高さが５ｍ以上のもの 

ハ）築造面積が 250 ㎡以上の

もの 

ニ）各立面の外観の変更面積が

１／4 以上かつ 20 ㎡以上

のもの 

⑥載置式の自走式自動車車庫、駐車機及び付設入出路その他これらに類するもの 

●工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 

高さが 5m

以上のもの 

築造面積が 250 ㎡以上 

各立面の外観の変更面積が
１／4 以上かつ 20 ㎡以上 

高さが 5m

以上のもの 

築造面積が 250 ㎡以上 

各立面の外観の変更面積が
１／4 以上かつ 20 ㎡以上 
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高さが５m
以上のもの 

各立面の外観の変更

面積が１／4 以上 

かつ 20 ㎡以上 

築造面積が 250
㎡以上のもの 
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イ）面積が 500 ㎡以上

のもの 

イ）面積が 500 ㎡以上

のもの 

イ）面積が 500 ㎡以上

のもの 

景観計画区域（市内全域） 

３）開発行為※5 

４）土地の形質の変更※6 

５）木竹の植栽又は伐採 

面積が 500 ㎡以上 

面積が 500 ㎡以上 

※5 開発行為（都市計画法第４条第 12 項） 

→主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供す  

る目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 

※6 土地の形質の変更 

→自動車の駐車及び通行の用に供する土地等で行う土地の形状及び性

質の変更をいう。一般的なものとしては「青空駐車場」が該当する 

植栽又は伐採の
面積が 500 ㎡
以上 
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重点地区（新三郷ららシティ地区、三郷中央駅地区） 

イ）面積が 250 ㎡以上

のもの 

５）木竹の植栽又は伐採 

イ）面積が 500 ㎡以上

のもの 

面積が 250 ㎡以上 

３）開発行為 

４）土地の形質の変更 

面積が 500 ㎡以上 

イ）面積が 250 ㎡以上

のもの 

植栽又は伐採の
面積が 250 ㎡
以上 
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景観計画区域及び重点地区 

６）屋外における土石、廃棄物、再生資源その他
の物件の堆積※7 

７）その他 

※上記１）～６）のほか、法令等により届出が必要なもので、延べ面積 10 ㎡以下の増築、改

築及び移転以外のもの 

 

 他の法令等による届出が必要なものの一例としては、次の行為があります。 

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20 年法律第 87 号）による長期優良住宅

建築計画が認定され、又は認定が予定される建築物（延べ面積 10 平方メートル以下の増

築、改築又は移転を除く。）は届出の対象となります。 

（三郷市景観条例第 11 条、三郷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第 4条第 1 項第 3 号） 

イ）その用に供される土

地の面積が 500 ㎡

以上、又は高さが

1.5ｍ以上のもの 

面積が 500 ㎡以上 

高さが 1.5m 以上 

※7 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

→土石の堆積：一定期間を経過した後に除却することを前提とした、土石を一時的に 

堆積する行為をいう。 

→廃棄物：廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 2 条第 1 項に規定する廃棄物をいう。 

→再生資源：資源の有効な利用の促進に関する法律第 2 条第 4 項に規定する再生資源をいう。 

→その他の物件：資材等をいう。 
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① 建築基準法第 88 条に定める工作物に該当しないもの 

 

 
●小規模なアンテナ等の工作物の届出について 

 

小規模な携帯電話のアンテナや、パラボラアンテナ、テレビアンテナ、避雷針等で

主に建築物の屋上等に設置される工作物は、届出の対象外となります。 

また、建築基準法第 88 条各項で定める工作物は、屋上等に設置するものであって

も、各工作物の設置面からの高さが景観計画区域では 10m 以上、築造面積が 500

㎡以上、重点地区では 5m 以上、築造面積が 250 ㎡以上になる場合は、届出の対象

となります。 
 

② その他法令等により届出不要な主な行為 

 

●通常の管理行為又は軽易な行為 
（景観法第 16 条第 7 項第 1 号） 

●地下に設ける建築物や工作物の建設等 
（景観法施行令第 8 条第 1 号） 

●仮設の工作物の建設 
（景観法施行令第 8 条第 2 号） 

●非常災害のため必要な応急措置として行う行為 
（景観法第 16 条第 7 項第 2 号） 

●その他法令等の処分として行われる行為 
（景観法第 16 条第 7項 3 号～11 号） 

●文化財保護法、県、市町村文化財保護条例による許可等を受けたもの 
（景観法施行令第 10 条第 3 号） 

 

景観計画区域及び重点地区 

８）届出不要な行為 

▼携帯電話のアンテナ、パラボナアンテナ、テレビのアンテナ、避雷針など 

小規模なもの 
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三郷市開発事業等の手続等に関する条例（抜粋） 
 

第 2 条 （略） 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （1）～（4） （略） 

 （5） 開発事業 次に掲げる開発行為又は建築行為をいう。 

ア 都計法第３２条による協議が必要な開発行為 

イ 建基法第４２条第１項第５号に規定する道路（以下「位置指定道路」という。）を築造

する開発行為 

ウ 開発区域の面積（継続的又は一体的に行われる隣接する土地があるときは、この面積を

当該開発区域の面積に含む。）が５００平方メートル以上の開発行為又は建築行為 

エ 建築物の延べ面積が５００平方メートル以上の開発行為又は建築行為 

オ ６戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発行為又は建築行為 

カ ３戸以上の戸建住宅の建築を目的とする開発行為又は建築行為 

 

工作物の定義 
 

景観計画における工作物とは建築基準法第８８条第１項及び第２項に規定する工作物※（1）、載

置式の一層二段等の自走式自動車車庫、駐車機及びこれに付設する入出路等※（2）をいいます。 

 

（1） 建築基準法第８８条第１項及び第２項に規定する工作物 

●煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 

 （建築基準法施行令第１３８条第１項に規定する工作物） 

 （上記の他、景観計画届出対象行為に該当する擁壁は工作物の定義に含む） 

●昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物 

 （建築基準法施行令第１３８条第２項に規定する工作物） 

●製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物 

 （建築基準法施行令第１３８条第３項に規定する工作物） 

 

→建築基準法第８８条第１項及び第２項に規定する工作物とは工作物の確認申請が必要

な工作物になります。 

 

（2） 載置式の一層二段等の自走式自動車車庫、駐車機及びこれに付設する入出路等 

●建築の確認申請が必要な載置式の一層二段等の自走式自動車車庫 

→自走式自動車車庫とは、床部分が網目状等になっており、車両は自走して駐車部分へ進

入するタイプのものをいいます。建築基準法上、建築物で取り扱います。 

●自動車車庫の用途に供する工作物（機械式自動車車庫）のうち、工作物の確認申請が不

要なもの、又は建築の確認申請が必要なもの 

→機械式自動車車庫とは、床部分が網目状等になっており、車両はエレベーターで駐車部

分まで搬送するタイプのものをいいます。建築基準法上、建築物又は工作物で取り扱い

ます。 

 

※機械式自動車車庫の届出基準 

機械式自動車車庫の高さは、三郷市

景観計画では、設置する位置の地盤

面から装置上端部までとします。た

だし、可動部分、簡易な部分の高さ

は含めないものとしますが、可動部

分で停止状態が長期間継続される

装置にあってはその限りではあり

ません。 

 

機械式自動車車庫の高さ 
※景観計画では地下部分を 
 含まない 

設置面 

地盤面 
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（２）届出等の手続き 

 
   三郷市では、次の手順に沿って景観の届出等の手続きを行って頂きます。

 

 

「建築物等の企画・構想」 
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P-23 

P-22 

P-21 

P-20 

P-19 

「建築物等の使用が可能」 

 

◆①【事前協議】 

 

◆②【法定届出（A）】 
 
 

 

◆③【完了届出】 
 

 

◆①【重点地区協議】 
 

 

◆②【法定届出（Ｂ）】 
 

 景
観
計
画
区
域
⎡
届
出
等
⎡
手
続
⎀ 

 

重
点
地
区
協
議
会
⍿ 

設
立
⎈
⎿
⎙
⍷
⎾
場
合
⎡ 

届
出
等
⎡
手
続
⎀ 

※重点地区景観協議会は現在、設立されておりません。 
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① 【事前協議】 
「景観計画区域」または「重点地区で重点地区景観協議会が設立されていない場合」 

 

 

 

三郷市 
（景観担当係） 

●事前協議書の作成 
・事前相談に基づき作成 

事業者 
（申請者） 

事
前
協
議
䥹
景
観
条
例
第
14
条
第
1
項
䥺 

景観審議会・ 
景観アドバイザー 

景
観
運
用
指
針
⎡
確
認 

建築物等の企画・

構想 

※１【適合確認書の交付】（三郷市景観条例第 14 条第 3 項の説明書き） 

 ○市長は、事前協議書の内容が景観条例・景観計画に適合する場合は、事業者（申請者）に対して適合確

認書を交付します。 

※２【指導又は助言】（三郷市景観条例第 16 条第 2 項の説明書き） 

 ○市長は、事前協議書の内容が景観条例・景観計画に適合しない場合は、事業者（申請者）に対して指導

又は助言をすることができます。 

●必要に応じて 
・景観審議会からの意見 

・景観アドバイザーから

の助言・指導 

●設計図書等の作成（→P-20） 

（Ａ）『適合確認書が交付された場合』 

●設計図書等の作成 （→P-23） 

（Ｂ）『適合確認書が交付されなかった場合』 

適合【○】 

● 景 観 運 用 指 針 の 

配布及び説明 

●建築物等の計画書

の作成 

●景観運用指針の確認 

①地域区分の確認  

景観計画区域なのか、重点地

区なのかを確認    （P-3） 

 

②届出対象行為に該当す

るかの確認  （P-6） 

④景観形成基準等の確認 

（P-26） 

③届出のフローの確認 

 （P-18） 

●事前相談（任意） 
・景観形成基準等の説明 

●事前協議書の適合

審査 
（三郷市景観条例第 14 条） 

・景観条例・景観計画との適合

審査 

不適合【×】 

●指導又は助言※２ 
（三郷市景観条例第 16 条第 2 項） 

●適合確認書の交付※１ 

（三郷市景観条例第 14 条第 3 項） 

●適合確認書の受理 

１ 

運
用
指
針
の
構
成
と
役
割 

２ 

景
観
計
画
の
区
域 

３ 

届
出
の
対
象
行
為
・
手
続

き
と
解
説 

４ 

景
観
形
成
基
準
と
解
説 

５ 

色
彩
基
準
と
解
説 

６ 

算
定
基
準
と
解
説 

７ 

参
考
資
料 

１ 

運
用
指
針
の
構
成
と
役
割 

２ 

景
観
計
画
の
区
域 

３ 

届
出
の
対
象
行
為
・
手
続

き
と
解
説 

４ 

景
観
形
成
基
準
と
解
説 

５ 

色
彩
基
準
と
解
説 

６ 

算
定
基
準
と
解
説 

７ 

参
考
資
料 
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②【法定届出（Ａ）】 
「景観計画区域」または「重点地区で重点地区景観協議会が設立されていない場合」 

  

   

 

 

※３【建築確認の申請】（三郷市景観条例第 17 条第 2 項の説明書き） 

○事業者（申請者）は、同頁の適合通知書の交付を受けるまで建築基準法第 6 条第 1 項又は第 6 条の 2

第 1 項の確認の申請が行えません。ただし、事前協議（P-20）において、適合確認書が交付されてい

る場合は適合通知書の交付を受けなくても建築の確認申請ができます。 

※４【適合通知書の交付】（三郷市景観条例第 17 条第 1 項の説明書き） 

○市長は、法定届出の内容が景観条例・景観計画に適合する場合は、事業者（申請者）に対して適合通知

書を交付します。 

※５【届出の特例】（三郷市景観条例第 15 条の説明書き） 

○事業者（申請者）は、事前協議で適合した行為について法第 18 条第 1 項の規定により行為着手の日数

を短縮できます。 

１ 
運
用
指
針
の
構
成
と
役
割 

２ 

景
観
計
画
の
区
域 

３ 

届
出
の
対
象
行
為
・
手
続

き
と
解
説 

４ 

景
観
形
成
基
準
と
解
説 

５ 

色
彩
基
準
と
解
説 

６ 

算
定
基
準
と
解
説 

７ 

参
考
資
料 

 

法
定
届
出
（Ａ）
䥹
景
観
法
第
16
条
第
1
項
又
は
第
2
項
䥺 

事業者 
（申請者） 

三郷市 
（景観担当係） 

景観審議会・ 
景観アドバイザー 

●必要に応じて 
・景観審議会からの意見 

・景観アドバイザーから

の助言・指導 

●法定届出等の受理 

適合【○】 

日
以
内
䥹
景
観
法
第

条
に
よ
り
䣍
届
出
後

日
間
は
行
為
に
着
手
で
き
ま
せ
ん
䥺 

●法定届出

書の作成 
・無届け等の場

合は、景観法に

基づく罰則の処

分を受ける場合

があります。 

●
建
築
の
確
認
申
請 

※
␼ 

●行為の着手（→P-21） 

●法定届出書の適合審査 
（三郷市景観法第 16 条） 

・景観条例・景観計画との適合審査 

●適合通知書の交付※４ 

（三郷市景観条例第 14 条第 3 項） 

●勧告又は命令 （→P-24） 
（三郷市景観条例第 18 条） 

●指導又は助言 
（三郷市景観条例第 16 条第 2 項） 

不適合【×】 

●適合通知書の受理 

○届出の特例※５ 
（三郷市景観条例第 15 条） 

●景観審議会からの意見 

（→P-24） 
（三郷市景観条例第 18 条第１項） 

●設計図書等の作成 

●適合確認書の受理 
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③【完了届出】 

 

 事業者 
（申請者） 

三郷市 
（景観担当係） 

景観審議会・ 
景観アドバイザー 

建築物等の使用が可能 

●行為の着手 

●行為の完了届出 

●行為の完了検査等 
（三郷市景観条例第21条） 

・届出書に基づき確認 
・不適合な事項は改善指導 

 

完
了
届
出 

●※命令に従わない場合は、行政措置

を行使する場合があります。 

●完了確認書の交付  

（三郷市景観条例施行規則第13条第3項） 

●完了確認書の受理 

適合【○】 

●指導又は助言 

（三郷市景観条例第16条第2項） 

不適合【×】 

●適合通知書の受理 

１ 

運
用
指
針
の
構
成
と
役
割 

２ 

景
観
計
画
の
区
域 

３ 

届
出
の
対
象
行
為
・
手
続

き
と
解
説 

４ 

景
観
形
成
基
準
と
解
説 

５ 

色
彩
基
準
と
解
説 

６ 

算
定
基
準
と
解
説 

７ 

参
考
資
料 

１ 

運
用
指
針
の
構
成
と
役
割 

２ 

景
観
計
画
の
区
域 

３ 

届
出
の
対
象
行
為
・
手
続

き
と
解
説 

４ 

景
観
形
成
基
準
と
解
説 

５ 

色
彩
基
準
と
解
説 

６ 

算
定
基
準
と
解
説 

７ 

参
考
資
料 
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①【重点地区協議】 

「重点地区で重点地区景観協議会が設立されている場合」 

 

 

 
重点地区景観協議会 

●地区協議書の作成 
・地区事前相談に基づき作  

 成 

事業者 
（申請者） 

重
点
地
区
協
議
䥹
景
観
条
例
第
14
条
第
2
項
䥺 

三郷市・ 
景観アドバイザー 

景
観
運
用
指
針
⎡
確
認 

●景観運用指針の 確認 

①地域区分の確認  

景観計画区域なのか、重点地

区なのかを確認    （P-3） 

 

②届出対象行為に該当す

るかの確認   （P-6） 

④景観形成基準等の確認 

（P-26） 

● 景 観 運 用 指 針 の 

配布及び説明 

●地区事前相談（任意） 
・景観形成基準等の説明 

●必要に応じて 
・市及び景観アドバイザ

ーからの助言・指導 

建築物等の企画・

構想 

※１【適合確認書の交付】（三郷市景観条例第 14 条第 3 項の説明書き） 

 ○重点地区景観協議会の代表者は、事前協議書の内容が景観条例・景観計画に適合する場合は、事業者    

（申請者）に対して適合確認書を交付します。 

※２【指導又は助言】（三郷市景観条例第 16 条第 2 項の説明書き） 

 ○重点地区景観協議会の代表者は、事前協議書の内容が景観条例・景観計画に適合しない場合は、事業者  

（申請者）に対して指導又は助言をすることができます。 

 

●設計図書等の作成 （→P-23） 

（Ｂ）『適合確認書が交付されなかった場合』 

●設計図書等の作成 （→P-20） 

（Ａ）『適合確認書が交付された場合』 

③届出のフローの確認 

 （P-18） 

●建築物等の計画書

の作成 

●地区協議書の適合

審査 
・景観条例・景観計画との適合

審査 

●適合確認書の交付※１ 

（三郷市景観条例第 14 条第 3 項） 

●適合確認書の受理 

適合【○】 

●指導又は助言※２ 
（三郷市景観条例第 16 条第 2 項） 

不適合【×】 

１ 

運
用
指
針
の
構
成
と
役
割 

２ 

景
観
計
画
の
区
域 

３ 

届
出
の
対
象
行
為
・
手
続

き
と
解
説 

４ 

景
観
形
成
基
準
と
解
説 

５ 

色
彩
基
準
と
解
説 

６ 

算
定
基
準
と
解
説 

７ 

参
考
資
料 

重点地区景観協議会は現在

設立されていないためこの

ページは運用しません 


